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資料 ３ 

協議事項について 

 

 

 協議事項については、三者協議会において協議し、決定します。 

 また、三者協議会において協議事項を出していただくほかに、保護者あてにアンケート（コド

モン）を実施して協議したい事項を募ります。（４月下旬） 

 

 協議事項の決定時期については、協議項目により違いますが、園舎の設計に関わる内容及び認

可に必要な事項については、早期に決定し、その他運営事項については、入園案内や開園に支障

のない時期に順次決定することとします。 

 

 

■協議事項の項目設定および決定フロー 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※三者協議会の顛末は、随時、保護者あて配信する予定です。（コドモン） 

 

４月協議会 資料４の協議事項一覧の確認（修正追加など） 

５月協議会 

６月協議会 

保護者へ協議事項の照会 三者協議会の会議内容の周知及び 

追加協議事項などの照会 

協議事項の確認・協議 → 決定 

協議事項の確認・協議 → 決定 

７月協議会 

（協議事項の協議・決定の繰り返し） ・
・
・ 


